
都内在住を証明する身分証等一覧 

 

家族ふれあいの日における都内在住を証明する書類等は以下のとおりです。 

スマホ・携帯等で撮影したもの、有効期限が切れているものは認められませんのでご注意ください。 

 

在住の証明書 注意点等 

運転免許証 ※転居の場合は現住所記載がある裏面の確認も必要 

運転経歴証明書 ※平成24年 4月 1日以降に交付されたもの 

マイナンバーカード（マイナ保険証）  

資格証明書 ※マイナ保険証を所有していない方に交付されるもの 

住民票の写し ※3カ月以内に発行されたもの 

在留カード ※法務大臣発行（特別永住者証明書も可） 

その他 

（公的機関が発行する手帳及び証明書等） 

国民健康保険被保険者証 

後期高齢者医療被保険証 

国民健康保険高齢受給者証 

介護保険被保険者証 

住民基本台帳カード  など 

 


